
１０． 緊急時の対応方法 

事業者は、サービスの提供中に利用者の容態に急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族や家族の代表、管理者等へ連絡をいたします。 

重 要 事 項 説 明 書 

居宅サービス計画（ケアプラン） 

 

 

 

 

（ 年 月 日現在） 

１１．事故発生時の対応 

事業者は、サービス提供により事故が発生した場合は、市区町村、利用者の家族や家族の代表、地域包括支援セ

ンター等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。また、サービス提供により、賠償すべき事故が発生した場合

は、契約書に基づき対応いたします。 

 

１２．非常災害発生時の対応 

大規模災害が発生した時、もしくは発生が予想される時点に対処するため、別に「ハピネスケア株式会社 災害時

防災マニュアル」を定め、あらゆる災害に対し備えるものとします。 

 

１３．サービス内容に関する苦情のお取り扱い 

（１）当社お客様ご相談・苦情受け付け窓口 

当社の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画（ケアプラン）にもとづいて提供しています各

サービスについてのご相談・苦情を承ります。また、個人情報の取り扱いについても苦情・相談を承ります。 

 

○ 受付相談 管理者 長谷川 紀子 （不在時は、職員及び事務職員） 

○ 受付時間 月～土 8:30～17:30 電話番号 048-264-1180  

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

当事業所以外に、市区町村の相談・苦情窓口、埼玉県国民健康保険団体連合会に苦情を伝えることができます。 

 

市区町村名：   担当：介護保険課 電話  

埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課（苦情・相談受付） 電話048-824-2568（直） 

年 月 日現在

居宅サービス計画の提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な項目を説明しました。 

（事業所）ハピネスケア株式会社 川口・芝居宅支援センター 説明者   

私は、契約書及び本書面により、事業所から居宅サービス計画についての重要事項の説明を受けサービス提供開 

始について同意しました。 

当事業所は利用者ご本人に対して居宅介護サービス計画を提供します。事業所の概況や提供されるサービスの内容、

契約上ご注意をいただきたいことを次の通り説明します。 

 

１． 事業者の概要 
 

事 業 者 名 称 ハピネスケア株式会社 

事業者所在地・電話番号 埼玉県さいたま市見沼区南中野57 番地 電話番号０４８－６８５－５１６３ 

代 表 者 役 職 ・氏 名 代表取締役社長   中村  真悟 

設 立 年 月 日 昭和６１年２月８日 

 

事 

 

業 

 
 

所 

 

数 

訪問入浴介護事業所 ３ヶ所 通所介護事業所 １ヶ所 

訪問介護事業所 ２ヶ所 福祉用具貸与事業所 ２ヶ所 

訪問看護事業所 １ヶ所 居宅介護支援事業所 ３ヶ所 

 

２．事業所の概要 
 

事 業 所 の 種 類 指定居宅介護支援事業所 

介護保険事業所番号 １１７０２０００４０ （平成11 年 7 月29 日指定） 

 

事 業 所 の 目 的 

ハピネスケア株式会社 川口・芝居宅支援センターが行なう、居宅サービス計画（ケ

アプラン）事業の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定

め、事業所の介護支援専門員が要介護状態にある高齢者に対し適切な居宅介護支 

援を提供することを目的とする。 

事 業 所 の管 理 者 長 谷 川 紀 子 

事 業 所 の 名 称 ハピネスケア株式会社 川口 ・ 芝居宅支援センター 

事業所所在地・電話番号 埼玉県川口市芝５９３４－１ 電話０４８－２６４－１１８０ 

 

当事業所の運営方針 

当社は、ご利用者との契約にて委託を受けて、介護保険法令の趣旨にしたがって、

要介護者の心身の特性をふまえて、その能力に応じた自立した日常生活を営むこと

ができるように、関係市区町村、地域の保険・医療・福祉サービス及び各包括支援セ 

ンターとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。 

通 常 の実 施 地 域 
川口市・蕨市・戸田市・越谷市・さいたま市 

（上記地域以外の方でもご希望の方は、ご相談ください。） 
 

年 月 日 

 

（利用者）住 所  氏名  

 

（代理人）住 所  氏名  

３． 当事業所の営業日及び営業時間等 
 

営  業  日 月～土（日曜日及び12 月30 日～1 月3 日を除く） 

営 業  時 間 月～土 ８：３０～１７：３０ 

受 付  時 間 月～土 ８：３０～１７：３０ 

連 絡  体 制 電話等により、24 時間連絡が可能な体制（別紙）をとります。 

４．居宅サービス計画（ケアプラン）のお申し込み方法とサービス提供までの流れ 

 

2025.4.1 改定 2025.4.1 改定 



 

５．職員の配置 

当事業所では、利用者ご本人に対して介護計画サービスを提供する職種として以下の職員を配置しています。 

 管理業務内容及びサービス状況 員 数 

管理者 
管理者は事業所従業員の業務管理を一元的に行うと共に主任介護支援専門員として 

従事するものとする。 
名 

 

介護支援専門員 

１ 主任介護支援専門員は事業所内の介護支援専門員への指導、助言を行うと共に

介護支援専門員として業務するものとする。  

名 
２ 介護支援専門員は、居宅介護支援業務を行ない要介護者等の能力に応じた自立

した日常生活を営むことができるよう援助する。（常勤・非常勤を含む） 

事務職員 必要な事務を行う。（常勤・非常勤を含む） 名 

 

６．料金 

要介護認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので自己負担はありません。 

○ 保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、１ヶ月につき要介護度に応じて金額をいただき、当

社よりサービス提供証明書を発行いたします。  

○ サービス提供証明書を後日、担当市区町村の窓口に提出しますと、払い戻しを受けることができます。 

○ 居宅介護支援費については、料金表及び契約書別紙に記載します。 

 

７．解約料 

① ご請求しない場合 

利用者の方はいつでも契約を解約することができ、料金はかかりません。 

② ご請求する場合 

お客様のご都合により解約した場合、下記の料金をいただきます。解約料金は保険給付対象外になりますので、

ご利用者の方の全額自己負担になります。 

１ 契約後、居宅サービス計画（ケアプラン）の作成段階途中で解約した場合 当該利用料金の 10％ 

２ 保険者（市区町村）への居宅サービス計画の届け出が終了後に解約をした場合料金はかかりません。 

 

８．サービスご利用のために 

事 項 有 無 備 考 

介護支援専門員のご変更 ○ 変更を希望される方はお申し出ください 

居宅サービス計画（ケアプラン）アセスメント・作成方法 ○ 全国社会福祉協議会方式 

専門職員への研修の実施 ○ 年1 回の全体研修、月1 回以上部門別研修 

 

９． 虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1） 成年後見制度の利用を支援します。 

（2） 苦情解決体制を整備しています。 

（3） 従業者に対して、虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

（4） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと

思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

2025.4.1 改定 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

に要する費用は、法定代理受領により

支払われます。 

また、自己作成も可能となりますが、一 

旦全額を支払い、後日市区町村から払

い戻しを受ける事になります。 

（償還払い） 
ご利用者 

各サービスの利用 

在宅サービス事業者 

契約・サービス提供の開始 

利用者の同意 

居宅サービス計画（ケアプラン）の内容を説明し、ご利用者の希望に合

っているか確認します。 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

居宅サービス計画（ケアプラン）の目標と達成時期、サービスの種類・ 

内容・利用料など 居宅サービス計画（ケアプラン）はサービスを受け

るご利用者の希望や心身の状態をよく考慮して作成します。 

① 契約後、居宅サービス計画（ケア

プラン）を作成します。 

② 居宅サービス計画（ケアプラン）に

基づき、それぞれのサービス事

業者と契約を結びます。これで手

続きは完了。居宅サービス計画 

（ケアプラン）の利用が始まりま

す。 

サービス担当者との連絡・調整 

介護支援専門員を中心に、サービスの担当者やご利用者本人・ご家族

も参加し、意見交換などを行います。 

安心して居宅サービス計画（ケアプ

ラン）を利用するために、事業者や、

サービス内容について慎重に検討し、

十分納得した上で選択をしてください。

その際は、「サービスを選ぶ消費 

者」として契約書を取り交わします。 

契約時には重要事項説明書の交付と

説明を受けます。 

居宅サービス計画（ケアプラン）の原案の作成 

在宅サービス事業者に関する情報が提供され、ご利用者にサービス

の選択を求めます。提供の開始に際し、予め利用者に対して、複数の

指定居宅サービス事業者等を紹介するように求めることができること、

利用者は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等

の選択理由の説明を求めることができます。 

前6 月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通

所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護（以下「訪問介護等」と

いう。）がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割

合及び前 6 月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された

居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに

同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者

によって提供されたものが占める割合について文書を交付して説明い

たします。 

★要支援認定を受けた方は、原則とし

て各地域包括支援センターと契約する

事となります。 

★要介護認定を受けたら、居宅介護支

援事業者を選び、介護支援専門員とご

本人、ご家族が必要とするサービスを

話し合い、居宅サービス計画（ケアプラ

ン）を作成します。 

状態の把握 

ご利用者本人やご家族に面接し、抱えている問題点や解決すべき課題を

分析します。 

要支援認定・各地域包括支援センター

契約・居宅予防サービス計画（ケアプラ

ン）作成事業者 

要介護認定・居宅介護支援事業者 

契約・居宅サービス計画（ケアプラン）作成事業者 

☆お申し込みは、電話等で結構です。職
員がお伺いします。 

☆契約の締結後、サービスの提供を開始
いたします。 

要介護認定 

要支援･要介護度の認定調査を受けた後通知されます 


